
 

積立金基本指針に関する検討会（開催要綱） 

 

 
 
１ 目的 

  被用者年金制度については、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等

の一部を改正する法律（平成 24 年法律第 63 号）により、平成２７年１０月から一元化さ

れるが、その資金運用については同法において「主務大臣は、積立金の管理及び運用が長

期的な観点から安全かつ効率的に行われるようにするための基本指針（以下「積立金基本

指針」という。）を定めるものとする」こととされている。 
本検討会は、積立金基本指針に規定すべき事項を検討するため、厚生労働省年金局長（以

下「年金局長」という。）が有識者の参集を求め、開催するものである。 
 
 
２ 論点 

 ① 積立金の管理及び運用に関する基本的な方針 
 ② 積立金の資産の構成の目標に関する基本的な事項 
 ③ 積立金の管理及び運用に関し管理運用主体が遵守すべき事項 
 ④ その他積立金の管理及び運用に関する重要事項 
   
 
３ 構成員 

別紙のとおり 
 
 
４ 運営 

・検討会は年金局長の検討会として開催する。 
・検討会の庶務は、関係行政機関の協力を得て、年金局総務課において行う。 
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